
地域団体商標制度は，全国各地で盛んに行わ

れている地域ブランド化の取り組み（地域発の

商品・役務のブランド化を通じ，地域経済の活

性化に繋げようとする取り組み）をより適切に

保護することに主眼をおいて採用された制度で

ある。具体的には，地域ブランド化を取り組む

に際して，その商品・役務が，その地域と何ら

かの関連性を有すること又はその地域に起因す

ることを需要者に知らせるという観点（地域発

1 ．はじめに

の商品のブランド化，地域イメージのブランド

化の観点）から，当該地域の名称と商品・役務

の名称を組み合わせたものを商標として採択

し，それを以て，他の地域の商品・役務との差

別化を図っているケースが数多く見受けられる

という現状に即して，これらの商標をより早い

段階で保護し，他人の便乗使用等から保護（所

謂「偽物」を排除）していこうということであ

る。

このような状況の下に導入された地域団体商

標に関し，その出願・登録の状況を勘案した上で，

ブランドの隆盛について，述べることとする。

地域団体商標については，平成18年４月１日

より出願の受付が開始され，出願受付開始の４

月に374件の出願があった。これらの出願の内

2．1 地域団体商標の出願・登録の状況

2 ．地域団体商標の現状
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本 宮 照 久＊

論　　説

地域団体商標の現状とブランドの隆盛

抄　録 平成18年４月１日より地域団体商標についての出願の受付が開始された。平成19年８月末
までに747件の出願があり，そのうちの278件について既に登録査定がなされているが，本稿では，地
域団体商標の現状について，その登録要件との関係を考慮しながら，特徴的なところを考察すること
とする。
また，地域団体商標の登録を取得できたとしても，それが市場で勝ち残れるような真の「地域ブラ
ンド」となるためには，組合内の内部統制を適確に行い，消費者からの信頼を獲得し，それを裏切ら
ない，という強固なスタンスがなければならない。地域ブランドの最終的な命題は「地域の活性化」
という点にあるが，ここで言う「地域」という視点を「企業」に置き換えると，そのまま企業ブラン
ドにも当てはまるとも言えるので，本稿では，これらを絡めながら，考察することとしたい。

＊ 岡部国際特許事務所　弁理士　
Teruhisa MOTOMIYA
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容（公開公報）を見て，「非常に驚いた」という

のが，筆者が最初に抱いた率直な印象である１）。

というのも，個人や一般企業の出願，名産品組

合等の出願，指定商品がそのブランドと合致し

ていない出願等が多々あり，また，競合する組

合が同じブランドをそれぞれ出願しているもの

もあったためである２）。

それに加えて，興味深かったのは，特許庁は，

このような出願について，どのような審査をす

るのか，という点である。地域団体商標の導入

に当たって，種々の基準が設けられたが，特許

庁に課された使命は，適格な団体に権利付与す

ることであり，真にブランド化の取り組みをし

ている者を保護するという形での適切な審査が

なされるか否か，それを見守る必要があったか

らである。

それから半年余り経った平成18年10月27日に

は，第１弾として，そのうちの52件について登

録査定がなされている（表１参照。表中の網掛

け部分がそれに該当する）。この52件を見ると，

当然のことながら，登録するのに問題がないも

の，つまり，登録しても地域間で争いの火種と

なることがない（その地域内で複数の団体やア

ウトサイダーとして位置付けられる者が存在し

ていないか，仮にそのような団体等が存在して

いたとしても，それらが競合関係にない）もの

を登録していることが窺える。

その後，平成19年８月末までに747件の出願

があり３），前記52件を含め，既に278件につい

て登録査定がなされているが（表１，表２参照），

その一方で，出願を取り下げたものや出願却下４）

になったものが数多く存在するという実情も見

逃してはならないところである５）。

登録査定がなされた上記278件をもとに地域

団体商標の登録要件との関係を考慮しながら，

2．2 地域団体商標についての特許庁にお
ける審査

その特徴的なところを述べることとする。

（1）指定商品・指定役務の表示について

地域団体商標については，その商標中に含ま

れている地域名と商品（役務）とが密接な関連

性を有していなければならないという要件が課

されており（商標法第７条の２第２項），この

条項からは，更に，出願に係る指定商品（指定

役務）と出願前より当該地域団体商標を使用し

ている商品・役務とが一致していなければなら

ないという点も導かれるところである。したが

って，登録の対象となる商品・役務は，地域団

体商標の使用に係る商品・役務に限定されるこ

とになり，指定商品（指定役務）の記載も，品

質（質）の誤認等を生じさせないようにすると

いう観点から，限定的な記載になると言える６）。

このことは，指定商品（指定役務）の記載をみ

て，直ちにそれに相応する「地域ブランド（地

域団体商標）」が想起されるか，と言う点に結

びつくものであり，特許庁における審査も，貴

方の組合のブランドは「○○という商品につい

ての□□というブランド」ではないのか，とい

う点を後述の周知性の要件と絡めながら判断し

ていると言えるのではないだろうか７）。

地域団体商標に関して登録査定がなされてい

るケースを見ると，指定商品（指定役務）の表

示については，例えば，神奈川県の「小田原か

まぼこ」，大分県の「関あじ」「関さば」，熊本

県の「黒川温泉」に代表されるように，その商

品の産地（役務の提供地）を基礎としているケ

ースが非常に多いことが分かる（表１参照）。

これは，地域団体商標にあっては，地域名と商

品名（役務名）とが一体となって，産地識別力

（出所表示）を発揮するという性格によるとこ

ろが大きいからであると考えられる。

また，産地に基礎をおきながら，更に一定の

制限を課した指定商品の記載も見られる。例え

ば，三重県の「松阪牛」「松阪肉」は，肥育地
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域・肥育農家を限定した上で「黒毛和種の未経

産の雌牛」としており，東京都の「江戸木目込

人形」や石川県の「九谷焼」等の伝統的工芸品

にあっては，「～の地域に由来する製法」とい

う形で限定を掛けている。また，神奈川県の

「松輪サバ」や和歌山県の「すさみケンケン鰹」

にあっては，「一本釣」や「ケンケン漁法」と

いうように漁法を特定しているものもある。こ

れらは，いずれもこの範囲で縛りを掛けるもの

であり，これにより，そのブランドの一つの特

徴が表れている（そのブランドの一応の定義付

けがなされている）と言える８）。逆に，このよ

うな縛りを掛けることにより，その地域で産出

されたものであっても，その縛りの範囲にない

限り，そのブランドを名乗ってはいけないとい

うことになる。このような指定商品（指定役務）

の表示と品質の関係については，後述すること

とする。

（2）地域団体商標の態様について

地域団体商標における商標の態様についてみ

ると，宮城県の「仙台みそ」，静岡県の「焼津

鰹節」，京都府の「西陣爪掻本綴織」，和歌山県

の「紀州みなべの南高梅」，宮崎県の「宮崎牛」

のように実際の使用態様をベースとした文字の

態様で登録されているものもあるが，全体の８

割近くが標準文字での登録である（表１，表２

参照。表中の「標準文字」の項に○印が付され

ているのが「標準文字」による登録である）。

地域団体商標は，自己又は構成員の使用を前提

として，その登録が認められるものであり，こ

の点より，出願に係る商標と使用に係る商標と

の同一性が要求されるところである。通常，こ

のように同一性が要求される場合には，使用し

ている商標の態様で出願するという形になると

考えられるが，地域団体商標については，構成

員によって使用の態様等が異なるという状況も

あり，また，地域団体商標の登録は「地域名＋

商品名（役務名）」等で構成される文字のみか

らなる商標を対象としていることから（商標法

第７条の２第１項第１号乃至第３号），このよ

うな状況が生じていると考えられる。この点，

更には，地域団体商標の意図する「偽物の排除」

という点に鑑みると，地域団体商標は，商標法

第３条第２項で想定しているような商標の実際

の使用態様を保護するというよりは，寧ろその

「文字列」を保護していると言えるように思える。

（3）周知性の要件について

地域団体商標について登録を受けるに際して

は，「その商標が使用された結果自己又はその

構成員の業務に係る商品又は役務を表示するも

のとして需要者の間に広く認識されていなけれ

ばならない」という所謂「周知性の要件」が課

されている（商標法第７条の２第１項）。この

要件は，一見，商標の周知性の要件にも見える

が，本来の意図するところは，出願した組合等

が適格な団体か否かを判断するための要件とし

て考えるべきものである９）。つまり，この要件

は，その地域ブランド（地域団体商標）につい

ての正当な組合を導き出すための一つのツール

として位置付けられ，この要件との関連におい

ては，その地域ブランド（地域団体商標）が，

「自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務

を表示するもの」として認知されているか，と

いうことを求める要件となっているものである。

したがって，地域団体商標に求められる「周

知性の要件」は，単に地域ブランド（地域団体

商標）自体の周知性のみならず，出願人がその

地域ブランドについて登録を受けるのに適した

組合等であること（その地域ブランドが出願人

のブランドとして認知されていること）をも求

めているものであり，それに沿った形で実際の

審査がなされているものと考える。

更に，特許庁では，この要件との関係，特に

その地域ブランド（地域団体商標）が出願人の
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ブランドとして認知されているかという点を審

査するのに，自治体等にヒアリングをしている

という状況もあり，また，同じブランドを他の

団体が使用していないかという点，つまり，ア

ウトサイダーの存在の有無を重視して審査して

いるように思われる。例えば，同じ地域内で同

じブランドを使用している団体が複数存在する

場合には，全ての団体が纏まった形（共同出願）

でなければ，登録を認めないという状況にある

と考えられる。

地域団体商標に関しては，正当な第三者の使

用を保護するという観点から，先使用権が認め

られている（商標法第32条の２）。この規定に

照らすと，地域団体商標は，アウトサイダーの

存在を想定した上で成り立っているものである

が，その地域内のアウトサイダーとその地域と

は全く関係のないところでのアウトサイダーで

はその意味合いが異なってくると言える。具体

的には，その地域内のアウトサイダーの場合に

は，上述の共同出願や先使用権という方向に結

びつき，その地域とは全く関係のないところで

のアウトサイダーが多数存在する場合には，そ

の地域ブランド（地域団体商標）はその商品の

普通名称になっており，その登録は認められな

いという方向に結びつくと思える。

このように，周知性の要件との関係では，

種々の問題等があると考えるが，既に拒絶査定

になったものは10），その多くがこの要件を満た

していないことに起因するのではないかと推測

されるところである。

地域団体商標が導入されるに際して，各地の

地域ブランド関係者は何に期待したのであろう

か。これについては，大きく３つ挙げることが

3．1 地域団体商標への期待

3 ．地域団体商標への期待とブランド
の隆盛

できる。１つ目は「販路の拡大」であり，２つ

目は「組合内の意識の向上・内部統制」であり，

３つ目は「偽物の排除」ということである11）。

（1）「販路の拡大」について

まず，１つ目の「販路の拡大」についてであ

るが，地域団体商標の取得と販路の拡大とは別

であり，地域団体商標の登録を取得したからと

言って，直接販路の拡大に結びつくものでない。

これは，各企業が使用又は使用を意図する商品

について商標登録を取得したからと言って，直

接販路の拡大に結びつくものでないことと同じ

である。ただ，地域ブランドに関しては，状況

が若干異なる点があると言える。それは，自己

の商品を外部に発信するに当たり，一つのアピ

ールポイント（セールスポイント）にすること

ができる点である。これが成り立ち，それに合

った商品や役務が提供されれば，「販路の拡大」

にも結びつくような状況にあるようにも思える。

（2）「組合内の意識の向上・内部統制」につ

いて

次に，２つ目の「組合内の意識の向上・内部

統制」についてであるが，これが意味するとこ

ろは，地域団体商標の出願を契機として，地域

ブランド化に対する意識の向上を図り，組合内

で自己の商品の品質を見直し，基準等を策定し

て内部の統制を図るという点にある。地域ブラ

ンド化の取り組みに際しては，その地域発で，

且つ，付加価値のある商品の開発・サービスの

提供が不可欠であり，その意味では，商標登録

を取得する価値のある商品にするという意識が

その前提として必要になると思われる。

（3）「偽物対策」について

最後に，「偽物対策」についてであるが，「そ

の地域の名称と商品・役務の名称を組み合わせ

たもの」を他の地域や諸外国より出回る偽物か
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ら守るという点は，地域団体商標の導入に際し

て，本来予定しているところであり，このため

に地域団体商標は導入されたといっても過言で

はない。ただ，これについては，自己のブラン

ド（その地域のブランド）を偽物から守り，偽

物の出現を排除するための実効性のある枠組み

を事前に検討しておく必要があると言える。

（1）関係者による一体的な展開

上述のような期待の下に地域団体商標の出願

がなされたとしたとき，その後，重要になるの

はその管理についてである。地域団体商標が登

録された場合，事業者等の組合が商標権者にな

るわけであるが，地域ブランド化の取り組みを

行うに際して，その組合だけではなく，自治体

等が一体となった形で取り組みがなされている

ケースが多く存在する。したがって，それをな

すに当たっては，関係者間のコンセンサスづく

りが必要であり，それができた上で，誰が，何

を，どうするか，という点を確認し，一体的な

戦略を展開する必要がある。

このようなことが，地域団体商標の出願の際

に確認されている場合には，登録後もそれを遂

行していけば足りるが，そのような状況にない

場合には，登録後にこれらを確認した上で，改

めて戦略的な展開を検討する必要があるように

思われる。

（2）商品の品質管理・商標の管理

地域団体商標が登録された場合，組合の構成

員には，その商標についての使用権が認められ

ることになるが（商標法第31条の２），ある特

定地域の一部の組合員のみしか，その商標（ブ

ランド）を使用していない場合であっても，組

合員であれば，それを使用することができると

いう状況が生じかねない12）。一方，商標法第31

条の２の規定に従うと，構成員に認められる使

3．2 地域団体商標についての登録後の管理

用権については，「当該組合等の定めるところ

により」認められることになっている。したが

って，組合員を統制していくためには，組合に

おいては，何らかの形で規則を定めておくべき

である。

今回の地域団体商標に関しては，その商品に

ついて一定の品質を保証したものではないし，

特許庁もそのような審査は行っていない13）。産

品によっては，その地域で採れたものが全て一

定の品質を保っていると直ちには言えないもの

もあるように思える。したがって，このような

観点に照らしても，商品の品質管理体制や商標

の管理体制（役割），更には，商標使用の基準

（そのブランドを名のって良い基準）を策定し

て，使用のルールや定義を明確化し，内部統制

を図る必要がある。

この点を商標法との関係で見ていくと，商品

の品質の誤認に関連する不正使用に基づく取消

審判（商標法第51条，第53条）が絡んでくるこ

とになる。地域団体商標にあっては，その登録

の内容からある程度の特質が把握でき，それと

は異なる形で使用した場合（例えば，「○○産

みかん」という指定商品について，「○○みか

ん」という地域団体商標の登録を取得した場合

において，「○○産」というように地域の限定

がなされているにも拘わらず，その地域から外

れた地域で採れた「みかん」に「○○みかん」

と，その地域団体商標を使用した場合）には，

商品の品質の誤認の問題が生じかねないからで

あり，また，団体の構成員（通常使用権者）の

間においてその品質等にばらつきがあるような

場合にも同様の問題が生じるおそれがあり，こ

れらが不適切な方法での登録商標の使用である

と考えられる可能性もあるからである。

このような問題が生じるのを事前に回避する

という観点からも，前述のように，各組合等に

おいて，使用規則を定めておく必要があると言

える。
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これまで，地域団体商標の権利者側から述べ

てきたが，地域団体商標の登録を受けている商品

を取り扱う業者の観点から若干述べておきたい。

地域団体商標の導入に伴い，小売業者等の販

売業者が地域団体商標の登録を受けている商品

（地域ブランドに係る産品）を取り扱うに際し

て，今後は，その仕入れのルートに特に留意す

る必要があると言える。地域ブランド（地域団

体商標）に係る組合から出荷された産品であれ

ば問題はないが，その地域の者から仕入れるよ

うな場合には，その者が構成員であるか否かと

いう点に留意する必要がある。つまり，その者

が構成員であれば，その地域ブランドに係る産

品の販売となるが，その者が構成員でない場合

には，その地域ブランド（地域団体商標）との

関係では，偽物（類似品）を販売しているとい

うことにもなりかねないからである。同様のこ

とは，地域ブランドに係る産品を原料とした加

工品を生産する加工業者にも言えることである。

したがって，販売業者・加工業者等において

は，地域団体商標の登録を受けている商品（地

域ブランドに係る産品）については，その表示

方法等も含め，今まで以上に慎重に対処してい

かなければならないと思われる。

地域ブランドについてみると，消費者からの

信頼がなければ，市場には残れないし，付加価

値を高めなければ，勝ち残ることはできない。

地域を活性化するためには，地域の魅力を高め

なければならない，と言われている14）。地域ブ

ランドの最終的な命題は「地域の活性化」とい

う点にあるため，このようになるが，ここで言

われている「地域」という視点を「企業」に置

き換えると，そのまま企業ブランドにも当ては

3．4 地域団体商標とブランドの隆盛

3．3 地域団体商標登録に係る商品の取り
扱い

まるように思える。

また，地域ブランド（地域団体商標）の特徴

として，地域名と商品名（役務名）とが一体と

なって，産地識別力（出所表示）を発揮すると

いう性格によるところが大きいという点を前に

述べたが，その産品に品質が伴っていなければ，

消費者からの信頼は得られないし，市場におい

て勝ち残れるものでもない。その意味でも，地

域団体商標の登録を取得できたとしても，それ

が真の「地域ブランド」となるためには，品質

等に関して自己の組合の内部統制が不可欠とな

ると言える。逆に，消費者の信頼を裏切るよう

な行為をした場合，そのブランドについては致

命傷となりかねないし，偽物が流出するという

ことも，ブランドの低下を誘引する要因になる

と言える15）。

このような形でブランド力を低下させないた

めには，偽物（類似品）や違反品のチェック体

制の確認した上で，偽物（類似品）や違反品へ

の対処策，更には，地域ブランド（地域団体商

標）については，地域内の先使用者（アウトサ

イダー）への対処策も確認しておく必要がある。

このような偽物のチェック体制・対処策を確立

するためには，事業者，自治体のチェック体制

（侵害の監視）を構築し，その際には，偽物が

出回らないような体制も事前に検討しておかな

ければならないと考える。

このような対策を講じて，地域ブランドのブ

ランド価値を保っていかなければならないが，

ブランド価値の低下は，企業にあっては，企業

イメージの低下に繋がり，地域との関係で成り

立っている地域ブランドにあっては，そのブラ

ンドだけではなく，地域イメージの低下にも繋

がるものである。先般，Ｍ社の牛肉偽装事件が

あり，また，Ｉ社の主力製品16）について賞味期

限改ざん事件が報道されたが，これらは消費者

の信頼を裏切る行為にほかならない。そして，

これらはいずれも北海道で起きたことである
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が，北海道という大きな括りで他の地域との差

別化が図られていることからすると，「北海道」

というブランド（企業に例えるなら，コーポレ

ートブランドという位置付けになるのではない

だろうか）の低下を招き，北海道という地域イ

メージの低下を招来しかねない問題でもあると

考えられるところである。

以上，地域団体商標の現状とブランドの関係

を見てきたが，地域団体商標の登録を取得でき

たとしても，それが市場で勝ち残れる真の「地

域ブランド」となるためには，組合内の内部統

制を適確に行い，消費者からの信頼を獲得し，

それを裏切らない，という強固なスタンスがな

ければならない。また，地域ブランドの最終的

な命題は「地域の活性化」という点にあり，そ

の意味では，同じ地域や近隣に「地域ブランド」

として成り立つものが複数あるような場合に

は，それらが連携するような形で地域の活性化

を模索していくことも今後考えなければいけな

くなるのではないだろうか。

注　記

1） 筆者は，平成17年７月に日本弁理士会において

組織された「商標キャラバン隊」の隊長として

全国での地域団体商標制度の周知化を図ってき

た立場にあり，その立場にあった者としての印

象である。

2） 本稿は，この点の検証を目的とするものではな

いので，個別具体的な言及は避けることとする。

3） 特許庁ホームページ「地域団体商標制度」

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/toriku

mi/t_torikumi/t_dantai_syouhyou.htm

4） 地域団体商標について，方式的な要件を満たさ

ない場合，出願が却下されることになる。具体

的には，商標法第７条の２第１項に規定する

「組合等」でない者による出願や出願に係る商標

4 ．おわりに

中に含まれる「地域の名称」と商品（役務）と

の密接な関連性を証明する書類が提出されてい

ない場合等が該当する。

5） 取下げ・却下になったものについては，一般に

報道等されていないが，筆者が調べられる範囲

で確認したところ，平成18年８月末時点で既に

52件の出願が取り下げられており，16件の出願

が却下されている。

6） 拙稿「商標法の改正について－地域ブランドの

保護に向けて－」，パテント，Vol.58，No.9，p.７，

（2005）日本弁理士会

7） 最終的に地域団体商標が登録されるに際して，

指定商品（指定役務）を減縮しているものが

多々存在することから推測されるところである。

8） このような縛りを掛けているものであっても，

かなりの柔軟性をもたせているものが多いと言

える。

9） 拙稿，前掲注６），p.６

10） 筆者が調べられる範囲で確認したところ，平成

18年８月末時点で既に34件の出願に対して拒絶

査定が発せられている。

11） “47都道府県動向調査「地域団体商標」発足へ

各地でブランド新戦略”，日経グローカル，

No.43，p.９，（2006）日経産業消費研究所

12） 例えば，ある農業協同組合内において，ある特

定の地域に組織された任意の生産者組合や出荷

組合があり，当該生産者組合の組合員等が使用

している場合であっても，そのような組合員以

外の農協の組合員もその商標を使用することが

できる状況にある。

13） 地域団体商標の審査において，特許庁は，各組

合等に商標の使用規則等の提出は求めていない

し，提出された場合であっても，品質に関する

審査を行うものではない。

14） 地域ブランドマニュアル，pp.７～10，（2005）

独立行政法人 中小企業基盤整備機構

15） 前掲注14），地域ブランドマニュアル，pp.36～

37

16） 札幌商工会議所の「北のブランド」認定におい

て，食品関連部門で認証製品となっている。

http://www.sapporo-cci.or.jp/north-brand/

shokuhin.html
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表２　地域団体商標登録一覧（93件：平成19年４月～同年８月末までに登録査定のもの）

都道
商　標 商標権者/出願人

標準 登録番号／
区分府県 文字 出願番号

北海道 大正メークイン 帯広大正農業協同組合 ○ 第5051631号 31

北海道 大正長いも 帯広大正農業協同組合 ○ 第5051632号 31

北海道 大正だいこん 帯広大正農業協同組合 ○ 第5051633号 31

北海道 苫小牧産ほっき貝 苫小牧漁業協同組合 ○ 第5062178号 31

北海道 幌加内そば きたそらち農業協同組合 第5063037号 30，31

北海道 虎杖浜たらこ 胆振水産加工業協同組合 ○ 商願2006-29586 29

青森県 大間まぐろ 大間漁業協同組合 ○ 第5051377号 29

宮城県 仙台牛 全国農業協同組合連合会 ○ 商願2006-29878 29

宮城県 仙台黒毛和牛 全国農業協同組合連合会 ○ 商願2006-41653 29

秋田県 比内地鶏 あきた北央農業協同組合 ○ 第5052844号 29

かづの農業協同組合

あきた北農業協同組合

鷹巣農業協同組合

秋田やまもと農業協同組合

あきた白神農業協同組合

秋田県 秋田諸越 秋田県菓子工業組合 ○ 第5064178号 30

山形県 山形佛壇 山形県仏壇商工業協同組合 ○ 第5055867号 20

栃木県 塩原温泉 塩原温泉旅館協同組合 ○ 商願2006-74028 43，44

群馬県 伊香保温泉 伊香保温泉旅館協同組合 ○ 商願2006-115539 43，44

群馬県 草津温泉 草津温泉旅館協同組合 ○ 商願2006-121167 43，44

埼玉県 草加せんべい 草加煎餅協同組合 ○ 第5053366号 30

草加地区手焼煎餅協同組合

千葉県 市川のなし 市川市農業協同組合 商願2007-5590 31

千葉県 市川の梨 市川市農業協同組合 商願2007-5591 31

千葉県 富里スイカ 富里市農業協同組合 ○ 商願2006-29487 31

神奈川県 足柄茶 かながわ西湘農業協同組合 第5061753号 30

厚木市農業協同組合

秦野市農業協同組合

津久井郡農業協同組合

神奈川県 横濱中華街 横浜中華街発展会協同組合 商願2006-78932 43

長野県 飯山仏壇 飯山仏壇事業協同組合 ○ 第5056972号 20

長野県 木曽漆器 木曽漆器工業協同組合 ○ 第5069181号 20，21

静岡県 丹那牛乳 函南東部農業協同組合 第5048769号 29

静岡県 三ヶ日みかん 三ヶ日町農業協同組合 ○ 第5055306号 31

静岡県 川根茶 川根茶業協同組合 ○ 第5053823号 30

静岡県 静岡茶 静岡県経済農業協同組合連合会 ○ 第5062720号 30

静岡県茶商工業協同組合

静岡県 駿河漆器 静岡漆器工業協同組合 商願2006-66335 16

静岡県 駿河漆器 静岡漆器工業協同組合 商願2006-66336 20

静岡県 駿河漆器 静岡漆器工業協同組合 商願2006-66337 21

静岡県 沼津ひもの 沼津魚仲買商協同組合 ○ 商願2006-67949 29

静浦ひもの協同組合

愛知県 豊橋筆 豊橋筆振興協同組合 ○ 第5045049号 16

岐阜県 飛騨牛 全国農業協同組合連合会 ○ 第5056350号 29

岐阜県 郡上鮎 郡上漁業協同組合 ○ 第5064168号 29

三重県 伊勢たくあん 三重県漬物協同組合 ○ 第5051140号 29

富山県 黒部米 黒部農業協同組合 ○ 商願2006-49004 30

石川県 能州紬 能州紬振興協同組合 ○ 第5045773号 24，25

石川県 美川仏壇 美川佛壇協同組合 ○ 第5053375号 20

石川県 田鶴浜建具 田鶴浜建具工業協同組合 ○ 第5058730号 19

石川県 加賀蒔絵 金沢漆器商工業協同組合 ○ 第5068224号 21

石川県 小松瓦 石川県瓦工業協同組合 商願2006-68486 19

石川県 加賀野菜 金沢市農業協同組合 ○ 商願2006-30026 31

石川県 加賀太きゅうり 金沢市農業協同組合 ○ 商願2006-30027 31

石川県 加賀れんこん 金沢市農業協同組合 ○ 商願2006-30028 31

注１）標準文字の項に○印が付されているのが「標準文字」により登録された商標である。 注２）出願番号で示したものは，平成19年８月末時点で登録番号が付与されていないものである。

都道
商　標 商標権者/出願人

標準 登録番号／
区分府県 文字 出願番号

福井県 越前瓦 福井県瓦工業協同組合 ○ 商願2006-56687 19

福井県 若狭塗箸 若狭箸工業協同組合 第5067438号 21

滋賀県 琵琶湖産鮎 滋賀県淡水養殖漁業協同組合 ○ 第5054526号 31

京都府 宇治茶 京都府茶協同組合 第5050328号 30

京都府 京飴 京都府菓子工業組合 第5063276号 30

京都府 京せんべい 京都府菓子工業組合 第5063277号 30

京都府 京都肉 京都府家畜商業協同組合連合会 ○ 第5056352号 29

京都府食肉事業協同組合連合会

京都食肉買参事業協同組合

京都府 京石塔 京都府石材業協同組合 第5068964号 19

京都府 京都米 全国農業協同組合連合会 ○ 商願2006-34072 30

京都府 京の伝統野菜 全国農業協同組合連合会 ○ 商願2006-34114 31

京都市農業協同組合

京都府 京とうふ 京都府豆腐油揚商工組合 ○ 商願2006-68704 29

大阪府 泉州水なす 大阪泉州農業協同組合 ○ 第5063730号 31

岸和田市農業協同組合

大阪和泉農業協同組合

大阪府 大阪泉州桐箪笥 大阪泉州桐箪笥製造協同組合 第5062209号 20

大阪府 大阪仏壇 大阪宗教用具商工協同組合 第5062776号 20

大阪府 堺刃物 堺刃物商工業協同組合連合会 ○ 商願2006-91787 8

大阪府 堺打刃物 堺刃物商工業協同組合連合会 ○ 商願2006-91788 8

兵庫県 加西ゴールデンベリーA 兵庫みらい農業協同組合 ○ 第5045370号 31

兵庫県 明石鯛 明石浦漁業協同組合 ○ 第5049346号 29，31

兵庫県 龍野淡口醤油 龍野醤油協同組合 ○ 第5051778号 30

兵庫県 三田肉 兵庫六甲農業協同組合 第5067128号 29

兵庫県 三田牛 兵庫六甲農業協同組合 第5067129号 29

兵庫県 須磨海苔 神戸市漁業協同組合 第5067130号 29

兵庫県 神戸ビーフ 兵庫県食肉事業協同組合連合会 ○ 第5068214号 29

兵庫県 神戸肉 兵庫県食肉事業協同組合連合会 ○ 第5068215号 29

兵庫県 神戸牛 兵庫県食肉事業協同組合連合会 ○ 第5068216号 29

兵庫県 播州そろばん 播州算盤工芸品協同組合 商願2007-7058 16

奈良県 吉野本葛 吉野葛製造事業協同組合 第5063960号 30

奈良県 吉野葛 吉野葛製造事業協同組合 第5063961号 30

和歌山県 紀州箪笥 紀州桐箪笥協同組合 ○ 第5061738号 20

島根県 しまね和牛 全国農業協同組合連合会 ○ 第5056975号 29

岡山県 千屋牛 阿新農業協同組合 第5054531号 29

徳島県 なると金時 全国農業協同組合連合会 ○ 第5043110号 31

徳島県 徳島唐木仏壇 徳島県唐木仏壇協同組合連合会 ○ 第5069251号 20

高知県 四万十川の青のり 四万十川下流漁業協同組合 ○ 第5046684号 29

四万十川中央漁業協同組合

高知県 四万十川の青さのり 四万十川下流漁業協同組合 ○ 第5055105号 29

高知県 徳谷トマト 高知市農業協同組合 ○ 商願2006-56038 29

愛媛県 今治タオル 四国タオル工業組合 ○ 第5060813号 24

愛媛県 道後温泉 道後温泉旅館協同組合 ○ 商願2006-66003 44

佐賀県 伊万里梨 伊万里市農業協同組合 ○ 第5055945号 31

佐賀県 佐賀産和牛 佐賀県経済農業協同組合連合会 第5056790号 29

佐賀県 小城羊羹 小城羊羹協同組合 ○ 第5065356号 30

大分県 大分むぎ焼酎 大分県酒造協同組合 ○ 第5059613号 33

大分県 豊後別府湾ちりめん 大分県漁業協同組合 第5063726号 29

宮崎県 宮崎の本格焼酎 宮崎県酒造組合 ○ 商願2006-36116 33

鹿児島県 知覧紅 南さつま農業協同組合 ○ 第5054005号 31

鹿児島県 かけろまきび酢 あまみ農業協同組合 ○ 第5052610号 30

鹿児島県 鹿児島黒牛 鹿児島県経済農業協同組合連合会 ○ 商願2006-29531 29

沖縄県 沖縄黒糖 沖縄県黒砂糖協同組合 ○ 第5053363号 30

イタリア PROSCIUTTO DI コンソルツィオデルプロッ ○ 商願2006-91781 29

PARMA シュットディパルマ

（原稿受領日　2007年９月10日）

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。


